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令和５年鹿児島県後期高齢者医療広域連合議会第１回定例会  会議録 

令和５年２月３日(金) 午前１０時３０分開議 

鹿児島サンロイヤルホテル １階エトワール 

 

議 事 日 程〔第１号〕 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 発議第 １号 鹿児島県後期高齢者医療広域連合議会会議規則

の一部を改正する規則制定の件 

日程第 ４ 発議第 ２号 鹿児島県後期高齢者医療広域連合議会の個人情

報の保護に関する条例制定の件 

日程第 ５ 議案第 １号 令和４年度鹿児島県後期高齢者医療広域連合一

般会計補正予算（第２号） 

日程第 ６ 議案第 ２号 令和４年度鹿児島県後期高齢者医療広域連合後

期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

日程第 ７ 議案第 ３号 令和５年度鹿児島県後期高齢者医療広域連合一

般会計予算 

日程第 ８ 議案第 ４号 令和５年度鹿児島県後期高齢者医療広域連合後

期高齢者医療特別会計予算 

日程第 ９ 議案第 ５号 鹿児島県後期高齢者医療広域連合個人情報の保

護に関する法律施行条例制定の件 

日程第１０ 議案第 ６号 鹿児島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医

療に関する条例の一部を改正する条例制定の

件 
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本日の会議に付した事件 

 

 議事日程のとおり 
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＝開会：午前１０時３０分＝ 

 

○議長（川越 桂路君） これより、令和５年鹿児島県後期高齢者医療広域連

合議会第１回定例会を開会いたします。 

直ちに、本日の会議を開きます。 

○議長（川越 桂路君） この際、諸般の報告をいたします。 

配布いたしましたとおり、まず議員異動の報告がございます。 

昨年１１月開催の令和４年第２回定例会以降の広域連合議会議員の異動

については、配布いたしております「議員異動報告書」のとおりです。 

次に、配布いたしましたとおり、監査委員から地方自治法第２３５条の

２第３項の規定による「例月現金出納検査」の結果報告がありました。 

本日の議事日程は、配布いたしました議事日程「第１号」のとおりであ

ります。 

○議長（川越 桂路君） それでは、日程第１「会議録署名議員の指名」を行

います。 

今議会の会議録署名議員は、議席番号６番 下川床泉議員、及び議席番

号２０番 前徹志議員を指名いたします。 

○議長（川越 桂路君） 次は、日程第２「会期の決定」を議題といたします。  

お諮りいたします。 

今議会の会期は、本日１日といたしたいと思いますが、御異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

「御異議なし」と認めます。 

よって、会期は、本日１日と決定いたしました。 

○議長（川越 桂路君） 次は、日程第３ 発議第１号「鹿児島県後期高齢者医

療広域連合議会会議規則の一部を改正する規則制定の件」及び日程第４ 発

議第２号「鹿児島県後期高齢者医療広域連合議会の個人情報の保護に関する

条例制定の件」を一括して議題といたします。 

   お諮りいたします。 

ただいまの議案については、会議規則第３７条第２項の規定により、提出
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者の説明を省略いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

「御異議なし」と認めます。 

よって、提出者の説明を省略することに決しました。 

これより、発議第１号について、質疑、討論に入ります。 

発言の通告はありませんが、別に発言がなければ、本件については、質疑、

討論はないものと認めます。 

これより、表決に入ります。 

発議第１号「鹿児島県後期高齢者医療広域連合議会会議規則の一部を改正

する規則制定の件」について採決いたします。 

本件については、原案どおり決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

「御異議なし」と認めます。 

よって、本件は原案どおり可決されました。 

○議長（川越 桂路君） 次に発議第２号について、質疑、討論に入ります。

発言の通告はありませんが、別に発言がなければ、本件については、質  

疑、討論はないものと認めます。 

これより表決に入ります。 

発議第２号「鹿児島県後期高齢者医療広域連合議会の個人情報の保護に 

関する条例制定の件」について採決いたします。 

本件については、原案どおり決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

「御異議なし」と認めます。 

よって、本件は原案どおり可決されました。 

○議長（川越 桂路君） ここで、中西広域連合長から発言の申し出がありま

すので、これを許可いたします。 

  〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

中西広域連合長。 

  〔中西茂広域連合長 起立〕 

○広域連合長（中西 茂君） 令和５年鹿児島県後期高齢者医療広域連合議会   
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  第１回定例会の開会にあたりまして、一言御挨拶を申し述べさせていただ

きたいと思います。 

   本日は、令和５年第１回定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様に

は大変御多用中、御出席を賜りまして厚くお礼申し上げます。本県の後期高

齢者医療制度につきましては、議員の皆様方を始め、構成市町村の皆様方の

御協力により円滑な運営が図られていることに深く感謝を申し上げたいと思

います。 

さて、後期高齢者医療制度につきましては、昨年１０月１日から、被保険

者の内、一定以上の所得のある方の窓口負担割合が１割から２割に見直され

ました。 

また、昨年末開催の厚生労働省の社会保障審議会医療保険部会において、

保険料の賦課限度額の段階的な引き上げや子育て支援に対する後期高齢者医

療からの拠出を盛り込んだ医療保険制度改革の議論が取りまとめられ、現在

開会中の通常国会に関連法の改正案が提出されております。 

このように、被保険者を取り巻く環境は、これまでにない厳しさを増して

おります。団塊の世代を含む被保険者が今後ますます増加していく一方で、

後期高齢者医療制度を支える現役世代が減少していくなどにより、現在の制

度を将来に向けて持続可能なものとして構築するためには避けられないもの

と捉えております。 

当広域連合といたしましては、今後の制度改革の動向を注視し、安定した

制度の運営に努めるとともに、高齢者の生涯に渡る生活の質の維持、向上に

向けて、高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施の推進にも努めてまい

りたいと考えております。 

本日は、予算議案等４件のほか、条例の制定など計６件の議案を提出して

おります。 

議員の皆様には、慎重な御審議をお願い申し上げ、議会の開会に当たりま

しての御挨拶とさせていただきます。 

本日は、どうかよろしくお願いいたします。 

  〔中西茂広域連合長 着席〕 

○議長（川越 桂路君） 次は、日程第５ 議案第１号「令和４年度鹿児島県
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後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算（第２号）」を議題といたしま

す。 

ここで、当局の説明を求めます。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

松元事務局長。 

〔松元祐成事務局長 起立〕 

○事務局長（松元 祐成君） 議案第１号「令和４年度鹿児島県後期高齢者医

療広域連合一般会計補正予算（第２号）」につきまして、御説明申し上げ

ます。 

議案の１ページを御覧ください。 

今回の補正につきましては、第１条にございますように歳入歳出をそれ

ぞれ１，４１０万４千円減額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ８，３４

３万４千円とするものでございます。 

主なものにつきましては、事項別明細書により御説明いたします。 

７ページをお開きください。 

まず、歳入でございます。 

１款 分担金及び負担金 １項 負担金 １目 事務費負担金を１，４

１０万４千円減額いたしております。 

これは、歳出予算の執行見込残等を減額することに伴い、市町村からの

事務費負担金を減額するもので、第４期分の市町村負担金で調整すること

といたしております。 

次に歳出でございます。 

８ページをお開きください。 

１款１項１目 議会費を１６５万１千円減額いたしておりますが、これ

は、臨時会を開催しなかったこと等によるものでございます。 

２款 総務費 １項 総務管理費 １目 一般管理費につきましては、

７８３万円減額いたしております。 

これは、派遣職員の赴任旅費や運営委員会及び幹事会の委員旅費の執行

残、また派遣職員の人事異動に伴う人件費負担金の減額等によるものでご

ざいます。 
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３款１項１目 予備費は、４６２万３千円減額いたしております。 

以上で説明を終わります。 

御審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

〔松元祐成事務局長 着席〕 

○議長（川越 桂路君） これより、順次、質疑、討論に入ります。 

発言の通告はありませんが、別に発言がなければ、本件については、質

疑、討論はないものと認めます。 

これより、表決に入ります。 

それでは、議案第１号「令和４年度鹿児島県後期高齢者医療広域連合一

般会計補正予算（第２号）」について採決いたします。 

本件については、原案どおり決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

「御異議なし」と認めます。 

よって、本件は原案どおり可決されました。 

○議長（川越 桂路君） 次は、日程第６ 議案第２号「令和４年度鹿児島県

後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）」を

議題といたします。 

ここで、当局の説明を求めます。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

松元事務局長。 

〔松元祐成事務局長 起立〕 

○事務局長（松元 祐成君） 議案第２号「令和４年度鹿児島県後期高齢者医

療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）」につきまして、

御説明申し上げます。 

議案の９ページを御覧ください。 

今回の補正につきましては、第１条にございますように、歳入歳出それ

ぞれ２２億１，８３０万５千円減額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ２，

８７９億１，３０５万８千円とするものでございます。 

主なものにつきまして、事項別明細書により御説明申し上げます。 

１５ページをお開きください。 
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まず、歳入でございます。 

１款 市町村支出金 １項 市町村負担金 １目 事務費負担金を２，

７７０万７千円減額いたしております。 

これは、市町村共通経費を財源としている各種事業費に執行残が見込ま

れるため減額するもので、第４期分の市町村負担金で調整することといた

しております。 

２目 保険料等負担金を９，１９６万７千円減額いたしております。 

これは、保険料負担金の決算見込み及び保険基盤安定負担金の確定に基

づき、減額するものでございます。 

３目 療養給付費負担金を１億５，９６０万３千円減額いたしておりま

す。 

これは、療養給付費負担金の決算見込みに基づき、減額するものでござ

います。 

なお、療養給付費負担金につきましては、算出基礎となる給付費等総額

が１１月末時点で当初見込み額と比較して約１９億円の減を見込んだこと

から、その財源となる国、県、市町村等の負担金等も減額となるものでご

ざいます。 

２款 国庫支出金 １項 国庫負担金 １目 療養給付費負担金を４億

７，８８１万円減額いたしております。 

こちらの療養給付費負担金の決算見込みに基づき、減額するものでござ 

います。 

２項 国庫補助金 １目 調整交付金を１億５，７５８万７千円減額い

たしております。 

これは、主に普通調整交付金の交付対象となる給付費等総額の見込み減

に基づき減額するものと、特別調整交付金の４号、これは流行病、流行り

病ですね。それから、水害災害原因疾病等に係る額が一定以上ある場合の

ものになりますが、水俣病に関するものと、９号の内、一体的実施の実績

見込みに伴い減額するものが主な要因となっております。 

２目 後期高齢者医療制度事業費補助金を８，５９１万３千円減額いた

しております。 
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これは、国の制度事業費補助金が国の予算に対して、各広域連合からの

申請額が超過したことに伴い、補助額が減額になったことが要因となり、

減額するものでございます。 

なお、この制度事業費補助金の減額分につきましては、特別調整交付金

の一部として補填されます。 

３款 県支出金 １項 県負担金 １目 療養給付費負担金を１億５，

９６０万３千円減額いたしております。 

これは、療養給付費負担金の決算見込みに基づき、減額するものでござ

います。 

１６ページをお開きください。 

４款１項 支払基金交付金 １目 後期高齢者交付金を１０億３，９１

９万９千円減額いたしております。 

これは、今年度の交付金見込みに基づき、減額するものでございます。 

５款１項１目 特別高額医療費共同事業交付金を６，７１８万２千円減

額いたしております。 

これは、歳出の３款１項１目の特別高額医療費共同事業拠出金決定に伴

い、同額を減額するものでございます。 

８款 諸収入 ３項 雑入 ２目 返納金を４，９０７万５千円増額い

たしております。 

これは、医療機関等の診療報酬請求の誤りや被保険者の負担割合相違等

に伴う返納金の納付が増える見込みのため、増額するものでございます。 

続きまして、歳出でございます。 

１７ページを御覧ください。 

１款 総務費 １項 総務管理費 １目 一般管理費を２００万２千円

減額いたしております。 

これは、主に旅費や委託料の執行見込みに基づき、減額するものでござ

います。 

２項 医療費適正化事業費 ４目 医療費通知事業費を５１６万８千円

増額いたしております。 

これは、医療費通知事業を本年度から年３回を年２回に変更したところ
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でございますが、通知枚数が当初見込みより増えたことに伴い、増額する

ものでございます。 

２款 保険給付費 １項 療養諸費 １目 療養給付費を１９億４，１

４９万１千円減額いたしております。 

これは、療養給付費の見込みに基づき、減額するものでございます。 

１８ページをお開きください。 

３項 その他医療給付費 １目 葬祭費を３，４９０万円増額いたして

おります。 

これは、葬祭費の支給件数が増えていることに伴い、増額するものでご

ざいます。 

３款１項１目 特別高額医療費共同事業拠出金を６，７１８万２千円減

額いたしております。 

これは、歳入で説明いたしましたが、特別高額医療費共同事業の交付金

額決定に伴い、減額するものでございます。 

４款 保健事業費 １項 健康保持増進事業費 ２目 一体的実施推進

事業費を２億５，７８５万４千円減額いたしております。 

これは、主に市町村への委託料の実績見込に基づき、減額するものでご

ざいます。 

３目 その他健康保持増進事業費を４１５万５千円減額いたしておりま

す。 

これは、主に市町村へ交付している特別対策補助金の交付見込に基づき、

減額するものでございます。 

５款１項 基金積立金 １目 運営安定化基金積立金を２，７６９万５

千円増額いたしております。 

これは、昨年度同様に次期機器更改費用に係る基金積立金として増額す

るものでございます。 

最後に１９ページを御覧ください。 

８款１項１目 予備費を１，４３０万２千円減額いたしております。 

これは、共通経費の前年度繰越分や療養給付費充当額の減額に伴うもの

でございます。 
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以上で、説明を終わります。 

御審議賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。 

〔松元祐成事務局長 着席〕 

○議長（川越 桂路君） これより、順次、質疑、討論に入ります。 

発言の通告はありませんが、別に発言がなければ、本件については、質

疑、討論はないものと認めます。 

これより、表決に入ります。 

それでは、議案第２号「令和４年度鹿児島県後期高齢者医療広域連合後

期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）」について採決いたします。 

本件については、原案どおり決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

「御異議なし」と認めます。 

よって、本件は原案どおり可決されました。 

○議長（川越 桂路君） 次は、日程第７ 議案第３号「令和５年度鹿児島県

後期高齢者医療広域連合一般会計予算」を議題といたします。 

ここで、当局の説明を求めます。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

松元事務局長。 

〔松元祐成事務局長 起立〕 

○事務局長（松元 祐成君） 議案第３号「令和５年度鹿児島県後期高齢者医

療広域連合一般会計予算」につきまして、御説明申し上げます。 

議案の２１ページを御覧ください。 

予算総額は、第１条にございますように、歳入歳出それぞれ１億１，１

９１万５千円とするもので、前年度より歳入歳出それぞれ１，９００万円

の増額となっております。 

主なものにつきまして、事項別明細書により御説明いたします。 

２７ページをお開きください。 

まず、歳入でございます。 

１款 分担金及び負担金 １項 負担金 １目 事務費負担金は、１億

１，１９１万２千円で、前年度比で１，９００万円の増額となっておりま
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す。 

２８ページをお開きください。 

次に、歳出でございます。 

１款１項１目 議会費は、５８２万７千円で、前年度と比較しまして１

５２万４千円の増額となっておりますが、これは、令和５年度は議会議員

の一斉改選が行われることから、正副議長等の選出を行うための臨時会の

開催を予定しており、定例会２回と臨時会２回の計４回分の経費を計上い

たしております。 

２款 総務費 １項 総務管理費 １目 一般管理費は、１億４５３万

円で、正副連合長の報酬の他、幹事会、運営委員会、各種会合等の旅費及

び職員の赴任旅費、事務室等の借上料、派遣職員の人件費負担金等を計上

いたしております。 

前年度と比較しまして、１，７４２万１千円の増額となっており、その

主な要因は、事務局内の職員配置換えによる人件費負担金の増でございま

す。今回の職員配置換えは、事務局内の体制見直しに伴い、電算班２名を

これまで業務課に配置しておりましたが、令和５年度から総務課に配置す

るものでございます。 

３０ページをお開きください。 

２項 選挙費 ３目 広域連合議会議員選挙費は、任期満了に伴う一斉

改選に係る選挙事務費を計上いたしており、５万５千円の増額となってお

ります。 

以上で、説明を終わります。 

御審議賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

〔松元祐成事務局長 着席〕 

○議長（川越 桂路君） これより、順次、質疑、討論に入ります。 

発言の通告はありませんが、別に発言がなければ、本件については、質

疑、討論はないものと認めます。 

これより、表決に入ります。 

議案第３号「令和５年度鹿児島県後期高齢者医療広域連合一般会計予算」

について採決いたします。 
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本件については、原案どおり決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

「御異議なし」と認めます。 

よって、本件は原案どおり可決されました。 

○議長（川越 桂路君） 次は、日程第８ 議案第４号「令和５年度鹿児島県

後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計予算」を議題といたしま

す。 

   ここで、当局の説明を求めます。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

松元事務局長。 

〔松元祐成事務局長 起立〕 

○事務局長（松元 祐成君） 議案第４号「令和５年度鹿児島県後期高齢者医

療広域連合後期高齢者医療特別会計予算」につきまして、御説明申し上げ

ます。 

議案の３３ページを御覧ください。 

第１条にございますように、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ

２,９３７億４６７万２千円とするものでございます。 

それでは、事項別明細書により御説明いたします。 

３７ページと３８ページを御覧ください。 

合計欄に記載のとおり、歳入歳出ともに前年度と比較しますと、７５億

６６２万４千円の増となっております。 

それでは、歳入から主なものを御説明いたします。 

３９ページを御覧ください。 

１款 市町村支出金 １項 市町村負担金 １目 事務費負担金は、業

務課職員の共通経費や医療費適正化事業等に対しての市町村負担金で、対

前年度２，１８０万９千円減の５億２，９５６万７千円を計上いたしてお

ります。 

２目 保険料等負担金は、３億４，４７７万６千円増の２４９億９，４

４７万１千円を計上いたしております。 

これは、保険料見込額の増によるものでございます。 



 16 

３目 療養給付費負担金は、７億３，７５０万７千円増の２３４億７，

８００万４千円を計上いたしております。この療養給付費負担金につきま

しては、令和４年度実績見込額を基に、新型コロナウイルスの影響により

伸び率が例年と異なる令和２年度を除き、過去５年間と過去３年間を比較

し、平均伸び率の高かった過去３年間の方を採用し、それに国通知による

診療報酬改定や団塊世代の加入による、被保険者増及び窓口負担２割負担

の影響等といった要素を加味し、令和５年度の見込みを算出いたしており

ます。 

２款 国庫支出金 １項 国庫負担金 １目 療養給付費負担金は、２

２億１，２５２万円増の７０４億３，４０１万３千円を計上いたしており

ます。 

２目 高額医療費負担金は、レセプト１件当たり８０万円を超える医療

費に係る国の負担金でございますが、８，０１５万５千円増の１６億２，

１３７万５千円を計上いたしております。 

２項 国庫補助金 １目 調整交付金は、１０億６，６１７万２千円増

の２８７億９，１９７万７千円を計上いたしております。 

２目 後期高齢者医療制度事業費補助金は、長寿健診や口腔健診といっ

た健康診査費に係る国庫補助金の外、著しく高額な医療に関する給付への

特別高額医療費共同事業拠出事業に係る国庫補助金で、１，００３万９千

円増の１億５，４０７万３千円を計上いたしております。 

４０ページをお開きください。 

３款 県支出金 １項 県負担金 １目 療養給付費負担金は、７億３，

７５０万７千円増の２３４億７，８００万４千円を計上いたしております。 

２目 高額医療費負担金は、２款 国庫支出金 １項 国庫負担金 ２

目 高額医療費負担金と同額の１６億２，１３７万５千円を計上いたして

おります。 

２項 財政安定化基金支出金 １目 財政安定化基金交付金は、前年度

と同額の７億円を計上いたしております。 

４款１項 支払基金交付金 １目 後期高齢者交付金は、３３億３，４

４６万５千円増の１，１４２億２，５９１万円を計上いたしております。 
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これは、国保、健保等現役世代が加入する各医療保険者からの支援金で、

療養給付費等の見込額から算出したものとなります。 

５款１項１目 特別高額医療費共同事業交付金は、１件当たり４００万

円を超えるレセプトのうち、２００万円を超える部分につきまして、国保

中央会が全国レベルで財政調整を行った上で交付する交付金で、５，０９

５万８千円減の１億３，２１９万３千円を計上いたしております。 

４１ページを御覧ください。 

７款 繰入金 １項 基金繰入金 １目 運営安定化基金繰入金は、医

療給付費の増加に伴う財源不足や保険料率の上昇を抑制するために基金に

繰り入れるものとなりますが、令和５年度は、次期標準システムの機器更

改費用に対する市町村共通経費の負担金が大幅な増額となることから、市

町村の急激な負担金増を抑制するために、令和３年度から積み立てている

分を含めて基金に繰り入れるもので、８，５６２万２千円増の１９億２，

７５１万３千円を計上いたしました。 

８款 諸収入 ３項１目 第三者納付金は、交通事故等に係る医療費に

ついての加害者からの損害賠償金でございますが、過去５年間の実績等か

ら見込んだ２，２９１万４千円減の２億６，１３２万９千円を計上いたし

ております。 

４２ページをお開きください。 

９款１項１目 繰越金は、先ほど令和４年度特別会計補正予算で説明い

たしました歳出予算の予備費の予算減額と同額となり、１０億８，５８８

万４千円減の１３億５，２８９万８千円を計上いたしております。 

歳入は以上でございます。 

続きまして、歳出の主なものを御説明いたします。 

４３ページを御覧ください。 

１款 総務費 １項 総務管理費 １目 一般管理費は、２億４，８１

４万６千円増の７億８３７万円を計上いたしております。 

主なものは、電算システム管理運営のための業務委託、業務課派遣職員

の人件費等負担金、療養費等通知や広報周知に係る費用などでございます。 

併せて、次期標準システム機器更改に伴うクラウドサーバー使用料と通
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信費用、ハードウェア等の賃借料、ソフトウェア購入費用やシステム集約

機関への負担金を新たに計上いたしております。 

４４ページをお開きください。 

２項１目 レセプト点検事業費は、１，１９０万３千円増の１億５，９

３２万７千円を計上いたしております。 

主なものは、診療報酬明細書点検に係るシステム画像取り込み等のデー

タ作成業務委託や、レセプト二次点検、重点項目点検並びに療養費支給申

請書点検等に係る委託料などでございます。 

また、次期国保総合システムの機器更改に伴い、新端末の調達費用につ

きましても新たに計上いたしております。 

２目 訪問指導事業費は重複・頻回受診者訪問指導等に係る市町村への

委託料などで、２６９万５千円減の５２９万４千円を計上いたしておりま

す。  

４５ページを御覧ください。 

４目 医療費通知事業費は、医療費通知書の郵送料と通知書作成業務委

託料で、被保険者数の増加に伴い、６１０万９千円増の４，５５２万１千

円を計上いたしております。 

５目 第三者行為求償事業費は、交通事故などの第三者行為に関する求

償事務に係る委託料等で、１１５万２千円減の１，３１３万８千円を計上

いたしております。 

２款 保険給付費 １項 療養諸費 １目 療養給付費は、８０億４，

３８９万５千円増の２，７３１億８，５２６万５千円を計上いたしており

ます。 

４６ページをお開きください。 

２目 療養費は、１億９，３３９万９千円減の１９億８，５６４万８千

円、３目 審査支払手数料は、レセプトの審査支払いに係る手数料でござ

いますが、１，５６７万６千円減の５億６，３０８万３千円を計上いたし

ております。 

２項 高額療養諸費 １目 高額療養費は、９億４，３００万７千円増

の１３４億７，１６０万５千円の計上、２目 高額介護合算療養費は、３
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８５万３千円減の３億１，７５３万９千円を計上いたしております。 

３項 その他医療給付費 １目 葬祭費は、４，３３０万円増の３億７，

３５６万円の計上、２目 傷病手当金は、被保険者が会社等に勤めており、

新型コロナウイルス感染症により報酬を得られない場合に支給している傷

病手当金として、前年度と同額の１００万円を計上いたしております。 

３款１項１目 特別高額医療費共同事業拠出金は、国保中央会への拠出

金であり、歳入の５款１項１目 特別高額医療費共同事業交付金の財源と

なることから、同額の１億３，２１９万３千円を計上いたしております。 

４７ページを御覧ください。 

４款 保健事業費 １項 健康保持増進事業費 １目 健康診査費は、

３，０２７万５千円増の４億１，５０２万７千円を計上いたしております。 

これは、市町村が実施する健康診査、いわゆる長寿健診に係る補助金を

令和５年度におきましては、受診率２４．１２パーセント、また、口腔健

診事業におきましては、受診率を１４．０パーセントと見込んで算定いた

しております。 

２目 一体的実施推進事業費は、事業に取り組む市町村への委託料や実

施推進に係る市町村支援のための補助金等が主なもので、６，８９５万８

千円増の６億８，１６０万２千円を計上いたしております。 

４８ページをお開きください。 

３目 その他健康保持増進事業費は、１，６３４万３千円増の１億８３

５万８千円を計上いたしております。 

４９ページを御覧ください。 

８款１項１目 予備費は、７億９，７５２万１千円増の１５億８２８万

５千円を計上いたしております。 

以上で説明を終わります。 

御審議賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

〔松元祐成事務局長 着席〕 

○議長（川越 桂路君） これより、質疑に入ります。 

発言の通告はありませんが、別に発言がなければ、本件については、質

疑はないものと認めます。 
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これより、討論に入ります。 

討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 

なお、申し合わせにより、討論の回数は、一議題につき１回限り、討論

の時間は一人１０分以内となっておりますので、念のため申し上げます。 

３番 豊留榮子議員。 

〔豊留榮子議員 起立〕 

○３番（豊留 榮子君） 議案第４号「令和５年度鹿児島県後期高齢者医療広

域連合後期高齢者医療特別会計予算」について、反対の立場から討論いた

します。 

   今年度も高齢者の方々に大変好評を得ている介護保険と一緒に取り組

む現役世代への負担軽減もあり、高齢者の健康状態を把握している、この

一体的実施推進事業は、高齢者が増えることを踏まえて、事業費が前年度

より６，８９５万８千円の増となり、６億８，１６０万２千円となってい

ます。 

   この事業費の中の訪問指導事業ですが、今年度は、２６９万５千円が減

額となり、５２９万４千円となっています。 

   このような事業を充実させ、高齢者の健康を守ることによって、医療費

の負担軽減にも繋がります。 

   どちらも高齢者には大事な事業です。県内の自治体にこれを広く広げて

いくためにも、国庫補助金を増やすよう要望し、自治体の負担を軽減すべ

きではないでしょうか。 

   そして、鹿児島県は、平成１９年に現役世代への負担を軽くするために、

７５歳以上の高齢者を国民健康保険から後期高齢者医療に移して、すでに

１６年になります。 

   この今、収束が見えないコロナ禍の中で、７５歳以上の医療費負担が病

院の窓口で１割から２割に引き上げられ、さらに保険料の値上げが続けば、

生活は成り立たなくなり、病院へ行くのも控えることになるでしょう。 

   さらに、容赦ない負担増が高齢者の命、健康を脅かすことになるのでは

ないでしょうか。 

   厚労省が、全ての国民がいつでも必要な医療を受けることができると説
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明しています。国民皆保険を未来に繋ぐには、今減らされてきた国庫負担

の引き上げはどうしても必要です。 

   高齢者が安心して受診が出来てこそ、病気の早期発見、早期治療を進め

れば、医療費増を抑えることにも繋がるのです。 

   しかし、このままでは年金だけでは暮らしていけない、何とかして欲し

いという声が多数寄せられているところです。 

   このような現状からも高すぎる保険料の更なる値上げではなく、引き下

げること、そして高齢者の健康推進事業を充実させるためにも、国や県に

対して財政負担を強く求め、高齢者が安心して医療にかかれる制度にすべ

きではないでしょうか。 

   以上のことから、議案第４号「後期高齢者医療特別会計予算」に反対を

して、討論といたします。 

○議長（川越 桂路君） 他に発言がなければ、以上をもって討論を終了いた

します。 

これより、表決に入ります。 

それでは、議案第４号「令和５年度鹿児島県後期高齢者医療広域連合後

期高齢者医療特別会計予算」について採決いたします。 

本案には異論がございますので、この採決は起立表決により行います。 

本件について、原案どおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕  

「起立多数」であります。  

よって、本件は原案どおり可決されました。 

○議長（川越 桂路君） 次は、日程第９ 議案第５号「鹿児島県後期高齢者

医療広域連合個人情報の保護に関する法律施行条例制定の件」を議題とい

たします。 

ここで、当局の説明を求めます。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

松元事務局長。 

〔松元祐成事務局長 起立〕 

○事務局長（松元 祐成君） 議案第５号「鹿児島県後期高齢者医療広域連合
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個人情報の保護に関する法律施行条例制定の件」につきまして、御説明申

し上げます。 

   議案の５３ページを御覧ください。 

   本案は、国の個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴い、令和５年

４月１日から国の行政機関、独立行政法人等、民間事業者及び地方公共団

体等におきまして、これまで別々の法律条例によって運用されてきた個人

情報の取扱いが、同一法の規律によって取り扱われることになることから、

広域連合におきましても、これまでの個人情報保護条例を廃止し、新たに

法施行条例を制定し、規定の整備を図ろうとするものでございます。 

   本条例の内容といたしましては、個人情報の保護に関する法律の施行に

関し、必要な事項を定める他、開示決定等の期限、開示請求に係る手数料、

運用状況の公表等につきまして定めるものでございます。 

   その他、附則におきまして、現在の個人情報保護条例の廃止、また情報

公開、個人情報保護審査会条例の改正を行うことといたしており、施行期

日は、本年４月１日といたしております。 

   今回、法改正により新たに法施行条例を制定することとなりますが、こ

れまでの個人情報保護条例と同様の運用となり、制度運用に変わりはござ

いません。 

   以上で説明を終わります。 

   御審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

〔松元祐成事務局長 着席〕 

○議長（川越 桂路君） これより、順次、質疑、討論に入ります。 

   発言の通告はありませんが、別に発言がなければ、本件については、質

疑、討論はないものと認めます。 

   これより、表決に入ります。 

   それでは、議案第５号「鹿児島県後期高齢者医療広域連合個人情報の保

護に関する法律施行条例制定の件」について、採決いたします。 

   本件については、原案どおり決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

「御異議なし」と認めます。 
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よって、本件は原案どおり可決されました。 

○議長（川越 桂路君） 次に、日程第１０ 議案第６号「鹿児島県後期高齢

者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例制定

の件」を議題といたします。 

   ここで、当局の説明を求めます。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

松元事務局長。 

〔松元祐成事務局長 起立〕 

○事務局長（松元 祐成君） 議案第６号「鹿児島県後期高齢者医療広域連合

後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例制定の件」につきまし

て、御説明申し上げます。 

   議案の５７ページを御覧ください。 

   本案は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令

が去る１月１８日に公布されたことに伴い、鹿児島県後期高齢者医療広域

連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正するものでございます。 

   改正の内容につきまして、御説明いたします。 

   後期高齢者医療の保険料の賦課額におきましては、低所得者に対する保

険料の負担を軽減するため、世帯主及び当該世帯に属する被保険者の所得

の合計額が一定以下の場合に、保険料のうち被保険者均等割額に係る部分

につきまして、その額の７割、５割または２割を軽減する措置を講じてお

ります。 

   このうち、５割軽減及び２割軽減の対象世帯が、生活水準が変わらなけ

れば、次年度におきましても引き続き当該軽減措置の対象となるように所

得判定基準の改正を行うものでございます。 

   なお、施行期日は、本年４月１日とされておりますことから、本改正条

例案の附則において、施行期日を定めるとともに経過措置として、改正後

の本条例の規定は、令和５年度以降の年度分の保険料について適用し、令

和４年度分までの保険料については、なお、従前の例によると定めており

ます。 

   以上で説明を終わります。 
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   御審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

〔松元祐成事務局長 着席〕 

○議長（川越 桂路君） これより、順次、質疑、討論に入ります。 

   発言の通告はありませんが、別に発言がなければ、本件については、質

疑、討論はないものと認めます。 

   これより、表決に入ります。 

   それでは、議案第６号「鹿児島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医

療に関する条例の一部を改正する条例制定の件」について、採決いたしま

す。 

   本件については、原案どおり決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

「御異議なし」と認めます。 

よって、本件は原案どおり可決されました。 

○議長（川越 桂路君） 以上で、今議会に付議された案件はすべて議了いた

しました。 

ここで、中西広域連合長から発言の申し出がありますので、これを許可

いたします。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

中西広域連合長。 

〔中西茂広域連合長 起立〕 

○広域連合長（中西 茂君） 定例会の閉会に際し、一言御挨拶を申し上げま

す。 

本日は、議員の皆様には慎重な御審議を賜り、また、提案いたしました

議案につきまして、いずれも原案どおり可決を賜りましたことに対しまし

て、心からお礼を申し上げます。 

当広域連合といたしましては、今後とも関係機関、団体とも連携を図り、

本制度の円滑な運営を進めてまいりたいと考えております。 

議員の皆様をはじめ、関係各位におかれましては、今後とも制度の運用

に当たりまして、御理解、御協力を賜りますよう、改めてお願い申し上げ

まして、閉会の挨拶とさせていただきます。 
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本日は、誠にありがとうございました。 

〔中西茂広域連合長 着席〕 

○議長（川越 桂路君） 以上で、本日の日程は、終了いたしました。 

これをもって、令和５年鹿児島県後期高齢者医療広域連合議会第１回定

例会を閉会いたします。 

 

＝閉会：午前１１時２２分＝ 
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